
令和２年度

■綾瀬川右岸10kp付近の空洞化調査の実施状況
堤防点検で目地の開き等の異常が確認されました。
打診調査により、堤防内部が空洞化が疑われたので、
コア抜き調査を行い状況を把握しました(ｐ.9参照)。
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1 私たちの守る江戸川・中川・綾瀬川

江戸川河川事務所の取組内容
私たち、江戸川河川事務所では、安全で安心して暮らすことができるように河川や
施設の点検を日々、行っています。
ここでは、令和２年度に行った河川管理について紹介します。

江戸川の概要

▲江戸川

中川・綾瀬川の概要

▲中川

▲綾瀬川

江戸川河川事務所が管理している主な施設

主要河川

首都圏の安全・安心を守るための河川管理施設
中川、綾瀬川の洪水を速やかに流

下させて首都圏を水害から守るため、
綾瀬川が氾濫しそうな場合は、綾瀬
川放水路を通じて中川へ、中川が氾
濫しそうな場合は、首都圏外郭放水
路、三郷放水路を通じて江戸川へ放
流するように３施設が連携していま
す。

江戸川河川事務所では、様々な河川及び施設を管理しています。

江戸川は茨城県五霞町、千葉県野田市において利根
川から分流し、千葉県と埼玉県及び東京都の境を南下
して東京湾に注ぐ流路延長約55ｋｍ、流域面積約200
㎢の一級河川です。
流域は台地に挟まれた平野部にあり、洪水時には川
の水位よりも低い位置となり、市街地も多いことから
ひとたび河川が氾濫した場合の被害は甚大なものとな
ります。

中川は埼玉県羽生市に端を発し、埼玉県東部及び東
京都を流下して、荒川放水路沿いに東京湾に注ぐ流路
延長約81km、流域面積約811㎢の一級河川です。ま
た、中川の一次支川である綾瀬川は、埼玉県桶川市に
端を発し、埼玉県南部と東京東部の低平地を流下する
流路延長約48km、流域面積約176㎢の一級河川です。

主要河川管理施設
江戸川 旧江戸川 利根運河 坂川
54.65km 0.40km 6.80km 4.70km
中川 綾瀬川 放水路 導水路
20.60km 8.90km 5箇所 １箇所

水位観測所 雨量観測所 流量観測所 水質観測所
83箇所 17箇所 16箇所 31箇所
水門 樋門・樋菅 排水機場 堰
26箇所 51箇所 ７箇所 1箇所

（都県の管理区間（指定区間）を除く）

 首都圏外郭放水路の見学会（民
間連携事業者の運営によりR2.4
～R3.3実施 来場者21,427人）

▲コロナ対策実施状況
▲調圧水槽

中川・綾瀬川流域が他の河川流域と異なる特徴は、
以下の2点が考えられます。

そのため、中川、綾瀬川では洪水をできるだけ速やかに流下させることを目的に、
放水路を設けてポンプで機械的に大きな川へ排水しています。現状では三郷放水路
（平成８年完成）、綾瀬川放水路（平成１０年完成）、首都圏外郭放水路（平成１
８年完成）が整備され、洪水時にはポンプ施設により域外に排出しています。

・利根川や江戸川、荒川といった大河川に囲まれたお盆の底のような低
い地形であるため、物理的・地理的な条件により水がたまりやすい

・平野部に源を発し、勾配が緩やかで海に流れにくく、潮汐の影響を受
ける

▲首都圏外郭放水路、三郷放水路、綾瀬川放水路の位置関係

▲首都圏外郭放水路の全体構成図

首都圏外郭放水路は洪水を防ぐために建設された世界最大級の地下放水路で、中
川、倉松川、大落古利根川、18号水路、幸松川といった中小河川が洪水となった時、
洪水の一部をゆとりのある江戸川へと流し込む施設です。
首都圏外郭放水路の完成によって、周辺地域で浸水する家屋の戸数や面積は大幅

に減り、長年洪水に悩まされてきた流域の被害を大きく軽減しています。

首都圏外郭放水路とは

▲中川・綾瀬川流域の地形
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2 河川の状態を把握するための “調査・観測・点検”の実施

①水文・水理等観測

③堤防除草

堤防を雨や流水から守るため、法面は芝で覆われて
いますが、草丈の高い雑草が繁茂すると堤防点検や巡
視時の状態把握に支障となります。そのため、定期的
に堤防除草を実施しました。

▲除草工事（機械除草）

④河川巡視（河川パトロール）
河川のパトロールを行いました
河川の異常箇所や変化、違法行為や迷惑行為などの状態、状況を把握するため、

日ごろから河川の巡視を実施しています。
令和２年度 河川巡視結果の内訳（集計期間：R2.4～R3.2）

河川の管理に必要な雨量や水位、流量等の観測を行いました

堤防点検・河川巡視の精度を上げるため堤防の除草を行いました

② 河川管理施設の維持管理

洪水時に水門や排水機場等の河川管理施設が正
常に運転されるように定期的に機器の状態把握を
するとともに、計画的な修繕や更新を実施しまし
た。

洪水に備えて施設の点検・維持管理を行いました

河川に関する計画の立案や、洪水又は渇水時の対応
を速やかに行うために、雨量、水位、流量、水質等の
水文・水理等観測を定期的に実施しました。
雨量、水位等のリアルタイム情報はQRコード等から確
認できます！

江戸川河川事務所では、管轄している江戸川・中川・綾瀬川流域のリアル
タイム情報（雨量・水位・水質・ライブカメラ）をご覧いただけます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa_index007.html

▲低水流量観測で水深を測
定している様子（江戸川）

▲低水流量観
測で流速を測
定している様
子（綾瀬川）

河川の自然環境に関する情報収集

河川の水位・水質や季節的な自然環境の変化な
どを確認しました。

河川における違法行為の発見

ゴミの投棄や不法係留など、法律の許可を得て
いない行為や違法行為の確認をしました。

堤防や水門など河川管理施設における異常の確認

堤防や護岸、水門等の河川管理施設の異常や、
河川の状況などを確認しました。

河川利用に関する情報収集

河川敷や親水施設などの利用状況や危険行為・
迷惑行為などの状況を確認しました。

野鳥の飛来状況 特定外来種の繁茂状況

踏み荒らしの状況 河岸の侵食

不法投棄 不法係留

河川敷利用（鯉のぼり）

⑤堤防点検
洪水に備えて堤防の点検を行いました
徒歩を中心とした目視により、堤防や護岸に変状が発生していないか、点検を実

施しました。令和２年度の点検では、出水期前で300件の変状を確認し、優先度に応
じて補修等の対策を行いました。

▲堤防点検実施状況

■主な異常の内容（出水期前点検上位5項目）

護岸の破損
75

侵食・植生
異常
64亀裂

41
樹木の侵入
16

陥没や不陸
16

その他
88

300件の変状を確認！
上位５項目で変状の70%!

▲除草工事
（人力除草）

▲排水機場の点検

危険行為（河川敷でのラジコン）

総数 9,269件

施設の異常
4,914
53%

河川利用
983
11%

違法行為
3,077
33%

自然環境
295
3%

※出水期とは集中豪雨，台風等洪水が起きやすい時期
（6月1日から10月31日まで）を指します。■主な変状の内容（出水期前点検上位5項目）

対策まで至らない軽微な変状について
は、継続的に状態を把握しています。



▲危機管理型水位計、簡易水位計の設置状況(流域内)
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3 市街地を水害から守るとともに良好な河川環境を保つための“維持管理対策”の実施

①樹木の対策

③不法投棄への対策

河川を気持ちよく利用できるよう、不法投棄の発見
や撤去を行うとともに、行為者へ指導するなど、法令
等に基づき適切かつ迅速に不法投棄の是正のための措
置を実施しています。

④水防活動等への対応
災害時の被害を最小限に抑えるための取組を行いました
洪水や高潮による水害を未然に防止し被害を最小限

に抑えるため、市町村等の水防団・消防団等と水防訓
練を行い、水防団員の士気を高めるとともに、水防技
術の習得に努めています。

洪水流を安全に流すことや堤防の損傷を防止するため、樹木伐採を行いました

不法投棄を減らすための取組を行っています

② 堤防等施設の対策

洪水時に堤防等の機能が確実に発揮されるように、
堤防点検・河川巡視等において発見された変状につい
て、速やかに補修等の対策を実施しました。

堤防点検等で発見された変状への対応を行いました

洪水を安全に流すことや、堤防点検・河川巡視等の
精度を上げるため、必要に応じて下記に示す樹木の伐
採、倒木の撤去を実施しました。

⑤水位情報等の提供

［Ⅰ］洪水時における水位上昇や堤防沿いの高速流
発生原因となる恐れがある樹木

［Ⅱ］堤防・護岸等河川管理施設の損傷原因となる
恐れがある樹木

［Ⅲ］堤防点検、河川巡視等の妨げ、不法投棄を助
長する恐れがある樹木など

令和２年度は伐採木の一部を無償配布し、多くの皆
様にご利用いただきました。

▲三郷排水機場での災害対策車(左:ポンプ車、右:照明車)の訓練実施状況(R2.7.28)

▲不法投棄禁止看板の設置後

▲伐採木の無償配布（江戸川）

▲張りブロック沈下の補修状況

▲中川・綾瀬川流域治水協議会(R2.8.25)

これまで水位計の無かっ
た河川や場所に、よりきめ
細かな水位測定を行い、洪
水時の住民の避難行動に役
立てるために、洪水時に特
化した低コストな水位計と
して『危機管理型水位計』
を設置しています。

令和２年度の流域治水協議会は、web
参加も含め、流域の都、県、市区町に参
加していただきました。

▲不法投棄禁止
看板の設置前

また、河川管理者や住民等がスマートフォン、PC等
を用いて、危機管理型水位計の水位データを簡単に閲覧
することができるシステムの運用を行っています。

▲川の防災情報HP

【確認できる情報】
・雨の降っている地域（XRAIN）
・河川カメラ
・川の水位情報
・浸水の危険性が

高まっている河川
・洪水予報の発表地域
・洪水貯留操作を実施

しているダムがある地域
・洪水警報の危険度分布
・水害リスクライン
・避難情報 など

危機管理型水位計等を設置しています

▲坂川に於ける樹
木伐採後の状況

▲坂川に於ける
樹木繁茂の状況

川の防災情報への
アクセスはこちらから
https://www.river.go.jp/



河川は魚類をはじめ多くの生き物の生息の場であるとともに、
生活に欠かせない水道水の取水源となっています。
不法投棄や工場などから、基準を超えた排水の流出などで水質
事故が発生すると、油類や化学物質により河川が汚染され、生物
の死滅や水道用水の取水停止など、大きな被害をもたらします。
令和２年度は江戸川河川事務所管内で14件の水質事故が発生
しています。
江戸川河川事務所では水質事故発生時の被害を最小限に食い止
めるため、沿川自治体と連携し、協力体制を密に確保するととも
に、毎年水質事故訓練を実施しています。
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4 “地域の方々と連携した河川管理”の実施

①水辺の楽校

②河川清掃活動

江戸川・中川・綾瀬川ではゴミの不法投棄が後を絶た
ず、河川巡視や注意喚起看板の設置、投棄物への警告表
示等の対策を講じていますが、令和元年度には919件も
の不法投棄が確認されています。

江戸川では昭和５６年より、５月３０日（ゴミゼロの
日）近くの日曜日に沿川の住民・団体の方々の参加によ
り江戸川クリーン大作戦を実施しており、河川の清掃を
通じて河川美化の啓発活動を行っています。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
して、一斉河川清掃活動は見送りました。

③利根運河協議会
自然や歴史と調和した美しい地域空間の創造皆さんに親しまれる水辺の創出

河川美化への取組

水辺の楽校プロジェクトに登録されている「中川やし
お水辺の楽校」は中川（八潮市）における水辺の利活用
の促進を図るため、市民と行政が連携し、整備・運営を
行っています。
近隣小学校の環境教育・体験活動の場として、また、
多くの市民等に利用される水と緑をテーマにした新しい
観光スポットとして、子どもから大人まで楽しく学び、
自然を満喫できる楽校として、カヌー体験、水質調査、
生き物観察などが行われています。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮
して、草刈り・清掃活動などの開催を中止しました。

中川やしお水辺の楽校

水辺の楽校プロジェクトは、地域の個性やニーズに対応した河川整備を行うため実施し
ている「地域と連携した川づくり」の中のひとつの施策として、平成８年度から実施され
ており、地域の方々と協力して子ども達の自然体験や環境学習を支援するための水辺空間
の整備を行っているものです。

④水質事故対応

▲活動する子ども達の様子

▲清掃活動実施状況（R1.5江戸川）

▲第14回利根運河協議会(R2.2.13)

生態系を脅かすアレチウリへの取組
利根運河ではアレチウリなどの外来生物が増え

ており、生態系に影響を及ぼす恐れがあります。

▲利根運河アレチウリ群落面積の経年変化

国、県、市の連携のもと、利根運河の目指すべき将来像を
共有し、事業展開につなげていくため、利根運河協議会が設
立されました。
令和２年度は１回利根運河協議会が開催されました。

利根運河協議会では、地域と協力してH22年か
らアレチウリの除去活動を行っています。

▲採水・簡易水質分析訓練（溶存酸素）

被害拡大防止への取組

利根運河は、舟運の時代から１００余年の歳月を重ね、現
在、良好な自然生態系が形成され、地域住民及び来訪者に憩
いの場を提供するとともに、その歴史的価値も評価される一
方、水質汚濁や流量の乏しさという課題を抱え、抜本的な対
策も求められています。

▲水質事故対策訓練（オイルフェンス）

▲堤防に繁茂するアレチウリ

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影
響を考慮して、事務局のみで除去活動を行いま
した。
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5 日々の維持管理行為の積み重ねにより、出水時の被害軽減が図れるよう努めています
①綾瀬川で発見された変状への対応 ②首都圏外郭放水路の土砂撤去・照明の交換
対応概要

変状の状況（令和元年堤防点検時）

目地の開き
3 cm

はらんだ状況
も確認できる

空洞化調査（令和２年１２月２４日実施） 補修後の状況

写真① 写真②

護岸
ブロック

裏込め材

天端コンクリート部

空洞

護岸ブロック

裏込め材

空洞

写真①

写真②

写真③

空洞化は左右・下段方向
に広がっている

空洞
護岸
ブロック裏込め材

天端コンクリート部

空洞推定ライン

護岸の目地の開き等の変状について、
護岸背後の空洞化調査を実施しました。
その結果、護岸上段部において空洞化が
確認されたため、モルタルを充填し、補
修を行いました。
今後は、再変状の進行性等を把握するこ
とを目的に、継続的にモニタリング調査を
行います。

写真③

モルタル充填済

モルタル充填済

裏込め材

首都圏外郭放水路の地下神殿とよばれる調圧水槽では、取り込んだ水を排水した
後、適切な管理を維持するため、溜まった土砂の清掃を行います。令和２年度の施
設への流入は８回、施設完成後の流入は累計で129回となりました。
また、令和２年度は天井の照明を水銀灯からＬＥＤに交換する工事を行いました。
土砂撤去の状況

天井照明の交換状況（水銀灯⇒ＬＥＤ）

堤防点検の実施時期や堤防植生の生長に合せて堤防の除草を行っていますが、作
業人員の減少や高齢化が進んでいるため、作業負担を減らす必要があります。
国土交通省関東地方整備局では作業の効率化や安全性の向上を目指して様々な除

草機の試験を行っており、江戸川河川事務所でも遠隔式除草機の導入に向けた試験
を中川で行いました。

③遠隔式除草機による堤防除草

調圧水槽は地下２２ｍにあるため、集
めた土砂はベッセルに入れてクレーン
で吊り上げて地上に運び出します。

ベッセル
（容器）

高さが１８ｍとなるため高所作業車を
使っての作業となりますが、作業車が
入れない場所には足場を組み立てて
作業を行います。

試験に用いた除草機
遠隔式除草機：ROBOCUT

試験の実施状況（令和２年１０月６日～７日実施）

人手不足の解消と作業現
場の安全性が確保される

コントローラー

堤防の勾配：約37°

除草後の草丈５㎝程度

対策しないと・・・

倒壊 沈下

パラペット

前面護岸

転倒

空洞化

を引き起こす恐れがある。



河川の管理区間および問い合わせ先

事務所HPにはこちらからアクセスできます http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/


